新型インフルエンザへの対応についての緊急要請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　要請団体　　　豊島区南大塚二―三三―一〇 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京労働会館六階

　         　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　電話  （五三九五）三一六五 

ＦＡＸ（三九四六）六八二三
東京社会保障推進協議会

　　　　会長　　竹崎　三立
                                  　　　　　　　　
日頃、都政へのご尽力に敬意を表します。

特に、新型インフルエンザ対策へのご尽力に敬意を表します。

ご承知のように、メキシコで発生した新型インフルエンザが世界中に蔓延し、日本でも五月九日、大阪の高校生の感染者が確認されてからの広がりは都民を不安にさせています。五月二十日には、いよいよ東京都八王子市で高校二年生の女性の感染が確認されました。新型インフルエンザは強い感染力をもっているため、今後の感染の広がりが心配されます。この都民の不安に応え、感染者へのすみやかな対応と感染の広がりを最小限に食い止め、重症化しないよう東京都としての体制確立、財政援助など緊急の対応をしていただきたく以下の事項を緊急に要請します。

一、感染が確認された地域への発熱者の診療体制の確保を速やかにおこなってください。
二、重症化する前に医療機関を受診できるように、新型インフルエンザにかかる医療費の保障制度を緊急に確立してください。

· 資格証明書が発行されている世帯に、緊急措置として保険証の交付（すでに厚労省から五月一八日付けで「新型インフルエンザにかかる発熱外来の受診時における被保険者資格証明書の取り扱いについて」の周知とともに、緊急対策としての実施）
· 医療受診困難者（ホームレスなど住居のない都内在住者）への受診機会の確保

· いわゆる濃厚接触者や発症患者等の費用負担を軽減するため、抗インフルエンザ薬は、予防投与や発症後の投与にかかわらず公費負担として保障

三、看護師・医師をはじめとする医療従事者の確保のため、保育体制の確保や経済的な保障をしてください。
四、蔓延防止のために、「発熱時には一般の医療機関への直接受診はせず、先ずは保健所や発熱相談センターに連絡する」ことをテレビニュースの前にテロップで流すなど、都民への周知徹底を図ってください。
二〇〇九年五月二十一日
東京都知事　石原　慎太郎　殿
都議会　各　政党・会派　御中
